
様式－２－２ 

 

令和 ２年 ３月２０日 

 

駒ヶ根市長 殿 

 

駐車場管理者の氏名又は名称及び住所 

 

駒ヶ根市赤須町２０番１号 

株式会社コマガネ 代表取締役 駒ヶ根太郎 ㊞ 

 

 

 

路 外 駐 車 場 管 理 規 程 一 部 変 更 届 

 

 

 

 パーキング駒ヶ根   の管理規程中、 駐車料金 の項目を令和 ２ 

年 ３月１０日より下記のとおり変更しましたので、駐車場法第１３条第４項 

の規定に基づき届け出ます。 

 

 

 

記 

 

 

駐車料金      旧   （赤字で記載） 

 

          新   （黒字で記載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



届出を要する管理規程の変更内容は以下のとおりです。 

 

①  駐車場管理者の氏名又は名称及び住所の変更 

（路外駐車場設置変更届を同時に届出） 

 

②  駐車場の名称変更 

（路外駐車場設置変更届を同時に届出） 

 

③  法人管理者の代表者の住所変更 

 

④  附帯業務の変更 

（路外駐車場設置変更届を同時に届出） 

 

⑤ 駐車料金の変更 

※理由書及び決算書等を添付すること。 

 

⑥ 供用時間、供用契約その他省令で定められた事項の変更 


